
 

 

 

 

 
 

 

１．支店長の職務手当 

（新制度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旧制度） 

２．非現業に対する職務手当（新制度・旧制度） 
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Ｊ Ｒ 新 宿 ビ ル １ ３ Ｆ 

℡０３―３３７５―５０４５（ＮＴＴ） 

発行日 

２０１７．１２．１３   

現行 要求額 改正額 

５０，０００円 ６０，０００円 ６０，０００円 

 現行 要求額 改正額 

(1)支店長、所長及び課長 １１，０００円 １１，０００円 １１，０００円 

(2) 

加算額 

ア 特に指定された者 ３４，０００円 ４４，０００円 ４４，０００円 

イ ア以外の者で、 

特に指定された者 
２９，０００円 ３９，０００円 ３９，０００円 

 現行 要求額 改正額 

機密の事務を取り扱う者のうち    

 (1)係長に指定された者 １６，０００円 ３６，０００円 ３６，０００円 
 (2)上記以外の者で、指定された者 １２，０００円 ３２，０００円 ３２，０００円 

主席・課員のうち    
 (1)係長に指定された者 １２，０００円 ３２，０００円 ３２，０００円 

 (2)人事、労働、文書、経理及び秘書的

業務を行う者で特に指定された者 ８，０００円 ２８，０００円 ２８，０００円 
 (3)前号以外の者で、特に指定された者 

 (4)前号以外の者で、勤続３年以上の者 【新  設】 ２０，０００円 ２０，０００円 

「職務手当増額に関する申し入れ」 

回答を受け妥結する！！  

申７号 


